
保健医療計画（周産期医療，小児医療）の中間見直し等について 
 

１ 概要及びスケジュール 

○ 医療計画に係る国の指針において，周産期医療・小児医療に関する協議会では，医

療計画及び医師確保計画の策定に関する事項について協議するものとされているとこ

ろ。 

○ 現行の県保健医療計画及び県医師確保計画については，３年毎に中間見直し等を行

う必要があることから，令和８年度中に本協議会において中間見直し等に係る協議を

行う必要がある。 

【計画見直しスケジュール（案）】 

 

２ 中間見直しの方向性（協議） 

 協議事項（案） 

 ・ 計画策定後（R6.3 月以降）の情勢変化等を踏まえ見直しが必要な事項 

 ・ 国の指針等を踏まえ今後本県において検討が必要な事項 

年度 時期 内 容 保健医療計画等全体の予定（案） 

７年度 １月 周産期・小児医療協議会(1/27) 

・中間見直しの方向性検討 

・Ｒ８スケジュールの検討 

 

３月  中間見直しに関する国

指針等決定 

８年度 ４月 

～６月 

・国指針等の確認 

・現計画進捗状況等の把握 

 

７月 

～８月 

第１回周産期・小児医療協議会 

・国指針，本県の現状を踏まえ

た協議 

ＷＧ等の実施（要検討） 

第１回県保健医療計画策定委員会 

第１回地域医療対策協議会 

10 

～12 月 

第２回周産期・小児医療協議会 

・各計画（中間見直し素案）検

討 

・数値目標見直しの検討 

第２回県保健医療計画策定委員会 

第２回地域医療対策協議会 

12 月議会（素案報告） 

１月 

～３月 

第３回周産期・小児医療協議会 

・各計画（中間見直し案）確認 

パブリックコメント 

第３回県保健医療計画策定委員会 

第３回地域医療対策協議会 

医療審議会 
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